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災
害
時
に
子
供
た
ち
が
、
自

分
の
判
断
で
身
を
守
る
力
を
育

て
る
防
災
教
育
に
つ
い
て
、
今

後
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ま
れ
る

の
か
。　

学
校
施
設
は
地
域
の
防
災
拠

点
で
も
あ
る
が
、
熊
野
町
に
お

い
て
は
耐
震
化
率
が
県
内
ワ
ー

ス
ト
５
に
入
っ
て
い
る
。
一
刻

も
早
い
耐
震
化
を
。

　
深
原
地
区
の
保
安
林
の
工
事

に
つ
い
て
。
こ
の
保
安
林
は
何

の
目
的
で
町
は
買
収
さ
れ
た
の

か
。

　
ま
た
、
災
害
や
危
険
の
こ
と

は
全
く
聞
い
て
い
な
い
が
、
考

え
た
こ
と
は
な
い
の
か
。
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子
供
達
の
防
災
教
育
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
全
て
の
住
民
の

皆
さ
ん
に
防
災
意
識
を
高
め
て

い
た
だ
け
る
よ
う
取
り
組
み
を

実
施
し
た
い
。

　
現
在
、
第
一
小
学
校
の
西
校

舎
の
改
修
を
終
え
て
も
51
・

85
％
と
い
う
状
況
。
本
年
度
残

り
の
建
物
す
べ
て
に
２
次
診
断

を
実
施
し
て
い
る
。
こ
の
結
果

を
元
に
整
備
計
画
を
新
た
に
つ

く
り
、
来
年
度
以
降
対
応
で
き

る
よ
う
、
整
備
を
進
め
て
い
く

予
定
。

　
深
原
地
区
の
町
有
地
造
成
事

業
に
係
る
用
地
取
得
で
、
平
成

22
、
23
年
度
に
お
い
て
予
算
の

承
認
を
い
た
だ
き
、
筆
数
35
筆
、

面
積
１
万
６
千
５
４
４
・
73
㎡

の
用
地
取
得
を
行
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
本
年
６
月
に
は
保
安

林
解
除
承
認
、
開
発
行
為
に
係

る
許
可
、
砂
防
指
定
地
内
の
工

事
許
可
を
国
・
県
か
ら
い
た
だ

い
て
お
り
、
安
全
に
は
十
分
注

意
し
て
工
事
を
進
め
て
い
く
。

　　 住民全ての防災意識高揚に努める（立花民生部長）
　　 今後も耐震化は進めていく予定（三村教育部次長）

　　 安全には十分注意して
工事を進めていく（三村町長）

　 防災教育について
（子供達への防災教育、学校施設の耐震化）

　 保安林開発問題
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町
が
賃
貸
借
契
約
を
締

結
し
て
い
る
土
地
（
受

迫
）
の
所
有
権
は
誰
の
も

の
か
。
受
迫
溜
池
の
登
記

は
錯
誤
で
、
無
主
で
あ
る
。

　
農
地
銀
行
の
業
務
内
容

や
メ
リ
ッ
ト
、
運
営
す
る

組
織
、
体
制
は
ど
う
か
。

ま
た
、
設
立
に
向
け
た
今

後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
。

　
道
垣
内
交
差
点
の
改
良

計
画
は
。
ま
た
、
馬
橋
ま

で
の
町
道
で
、
歩
行
者
や

自
転
車
が
安
全
に
通
行
で

き
る
よ
う
な
対
策
は
。

　
所
有
権
の
な
い
土
地
に

代
表
権
が
立
証
で
き
る
の

か
。
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町
に
は
受
迫
名
義
の
土

地
に
所
有
権
は
な
い
。
そ

の
前
提
の
も
と
、
受
迫
名

義
の
土
地
の
代
表
者
と
学

校
用
地
と
し
て
賃
貸
借
契

約
を
締
結
し
、
賃
借
料
を

支
払
っ
て
い
る
。

　
業
務
内
容
は
、
農
地
の

貸
し
借
り
の
仲
介
や
あ
っ

せ
ん
等
が
予
想
さ
れ
る
。

活
用
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
情

報
の
一
元
化
を
図
る
こ
と

が
で
き
、
農
家
の
意
向
や

希
望
が
反
映
さ
れ
る
た
め
、

的
確
な
相
手
が
探
せ
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

る
。

　
組
織
、
体
制
に
つ
い
て

は
、
他
自
治
体
で
は
農
業

委
員
会
の
中
に
設
置
さ
れ

て
い
る
。

　
今
後
は
、
年
度
内
に
制

度
の
内
容
や
農
地
法
と
の

関
係
な
ど
を
検
討
し
、
他

の
市
町
の
状
況
な
ど
も
調

査
研
究
し
た
い
。
課
題
と

し
て
、
面
積
要
件
等
の
制

約
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。

　
道
垣
内
交
差
点
の
改
良

工
事
に
つ
い
て
、
県
に
問

い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
来

年
度
に
は
測
量
調
査
に
基

づ
い
て
、
用
地
及
び
物
件

補
償
の
交
渉
を
行
う
予
定

と
な
っ
て
い
る
。
早
期
の

工
事
着
手
を
目
指
し
、
県

と
の
協
力
体
制
を
よ
り
強

化
し
て
い
く
。

　
交
差
点
か
ら
馬
橋
ま
で

の
交
通
対
策
は
、
交
差
点

改
良
工
事
が
実
施
さ
れ
れ

ば
、
交
差
点
か
ら
約
70
ｍ

区
間
は
交
差
点
取
付
道
路

と
し
て
拡
幅
の
予
定
。
し

か
し
、
工
事
着
手
ま
で
時

間
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
ド
ラ
イ
バ
ー
に
対
し

注
意
喚
起
の
看
板
設
置
や

路
面
標
示
を
検
討
し
た
い
。

　
現
在
で
い
う
共
有
状
態

に
あ
っ
た
も
の
を
受
迫
と

い
う
名
義
に
さ
れ
た
と
確

信
し
て
い
る
。
従
っ
て
、

受
迫
を
管
理
さ
れ
て
い
る

代
表
者
と
契
約
締
結
す
る

こ
と
に
つ
い
て
、
法
律
上

何
ら
問
題
は
な
い
と
考
え

て
い
る
。

　　 町には受迫名義の土地に所有権はない（三村町長）

　　 年度内に調査研究等を進めたい（石井都市整備課長）

　　 早期の工事着手を目指し
県との協力体制を強化していく（上馬場建設部長）

　 受迫溜池について

　 農地銀行について

　 道垣内交差点から馬橋について
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